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1 ．はじめに 

 ディスポーザは，日米貿易交渉の結果，規制緩和

の一施策としてわが国に導入されたが，この適正な

導入を図るため，当時の建設省総合技術開発プロジ

ェクト「ディスポーザによる生ごみリサイクルシス

テムの開発」（平成 6 年度～ 8 年度）が実施された。 

 このプロジェクトの成果を基に，ディスポーザ排

水処理システム（以下，本システム）が平成10年か

ら，建築基準法第38条に基づく建設大臣認定として

運用されてきた。なお，現在においては，建築基準

法の性能規定化に伴い，第38条の建設大臣認定は第

三者機関での認定へ移行され，上記の性能評価が㈶

茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター等で適合評価

制度として継承されている 1)2) 。当然であるが，下

水道管渠のコンクリート腐食，合流式下水道におけ

る雨水越流時の公共用水域の汚染，汲み取り便所・

単独処理浄化槽が設置されている生活雑排水たれ流

し地域での，環境汚濁負荷の著しい増加に伴う環境

破壊を防止するため，ディスポーザ単体の設置禁止

が前提となっている。 

旧建設省（現国土交通省）下水道部は，当該建設

大臣認定を受けたシステムを「適切な維持管理が行

われる限りにおいて，下水道に接続する排水設備と

して適当である」と判断し，地方自治体に対し事務

連絡がなされた 3)。これは，本システムの性能は，

維持管理の継続した実施により実現するものである

との考え方を示したといえる。 

 

 

 

* ㈶茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター 

 

2 ．ディスポーザ排水処理システムの設置状況 

本システムは，戸建住宅用，集合住宅用，業務用

とあるが，現在一般的に普及してきているのは，集

合住宅用である。全国の集合住宅用システムの設置

状況は，2002年度までの累計で竣工物件数 525 件，

総戸数50,238戸である。 

 年度別設置状況は第 1図に示すように急速に増加

しており，地域別の設置状況では，東京，神奈川，

大阪，千葉，兵庫，愛知，福岡，埼玉で全国の設置

数の約90％を占め，大都市圏中心に設置が進んでい

る。 

 

3．ディスポーザ排水処理システムの維持管理の課題 

旧建設省下水道部の考え方は，適合評価制度にお

いても継承され，社団法人日本下水道協会「下水道

のためのディスポーザ排水処理システム性能基準

（案）」（以下，性能基準（案））においては，第 1表

の維持管理計画（例）を示しており，適合評価にお 

＜ディスポーザによる水処理＞ 

 

デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム の 適 合 評 価 に お け る

     汚 泥 管 理 特 性 と 維 持 管 理 体 制 

 
                           
                          西 守 信 二 ＊     鈴 木 理 恵 ＊

                          竹 内 藤 男 ＊  

                           

第 1図 集合住宅ディスポーザ排水処理システム竣工戸数

（㈶茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター調べ）
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 ディスポーザ 排水配管部 排水処理槽部 

維持管理 
頻度 

必要な 
都度行う 

1回／年 
以上 

・保守点検： 
1回／4ヶ月 以上（20人以上） 
1回／3ヶ月 以上（21人～300人以下） 
1回／2ヶ月 以上（301人以上） 
・水質検査：1回／年 以上 
・汚泥引き抜き：原則1回／年 以上 

点検内容 機器の 
点検・整備 

配管の 
点検・清掃 

・各単位装置と付属機器の保守、点検 
・処理水質項目の水質検査 
・汚泥引き抜き（但し、保守点検結果に

より必要な都度実施する。） 
 

 

組成 湿潤重量（ｇ） 

にんじん ４５g・人－１・日－１ 

キャベツ ４５g・人－１・日－１ 

バナナの皮 ２５g・人－１・日－１ 

リンゴ ２５g・人－１・日－１ 

グレープフルーツの皮 ２５g・人－１・日－１ 

鳥のモモの骨又は手羽もとの骨（湯通し） ２０g・人－１・日－１ 

鯵の干物（湯通し） ２５g・人－１・日－１ 

卵殻 ５g・人－１・日－１ 

米飯 ２５g・人－１・日－１ 

茶殻 １０g・人－１・日－１ 

一人一日分の生ごみ量 ２５０g・人－１・日－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，これらの項目を慎重に評価している 4)5) 。

この内容は，排水処理装置の各単位装置の組合せ，

汚泥の許容貯留容量等により，保守点検内容と頻度

および汚泥引抜きの目安と頻度が異なるため，その

維持管理に当たっては，本システムを熟知した専門

の維持管理業者が実施することとなっている。 

 ディスポーザ排水の一般的な処理方法は生ごみ固

形物を嫌気性または好気性可溶化により分解し，後

段の生物処理により有機物を代謝分解して，汚濁負

荷を削減する方法を採用している 6)。この多段階の

生物処理プロセスでは，まず，初段で生物的可溶化

によって分解されない不活性ＳＳ，つまり生物代謝

により分解されない卵の殻，骨・貝殻類などの無機

物および茶殻，野菜，穀物類等に含まれるセルロー

スなどの難分解物質が蓄積する。次に，後段の処理

過程では生物反応槽で浄化微生物により処理が行わ

れる際に汚泥が増殖する。これら無機物等や汚泥の

管理・処分方法が不十分であると，処理水質の悪化

や臭気の発生さらには引抜き汚泥の処分負荷の増大

など周辺環境や関連施設へ影響を及ぼす可能性があ

る。 

 そのため，無機物等の蓄積状況や汚泥濃度を把握

して，適切に無機物等や汚泥を引き抜くことは，シ

ステム全体の性能を確保する維持管理手法として重

要な位置づけとなる。以下に，適合評価試験で得ら

れた本システムの汚泥管理特性について述べる。 

 

4．ディスポーザ排水処理システムの汚泥管理特性 

4.1  試験用流入原水 

適合評価性能試験では，第 2表に示す標準生ごみ

を含む第 3表に示す濃度の流入原水を第 2図に示す

原水流入パターンにしたがって毎日流入させる。な

お，第 2図は 5 人用システムの流入量のパターンで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  無機物の沈殿・堆積量管理特性 

 性能基準（案）に基づく試験による，ディスポー

ザ排水に含まれる無機沈殿物の蓄積状況は第 3図に

示すとおりであり， 1 人 1 日当たりの無機沈殿物容

量は約0.015L・人 -1・日 -1となった。この試験結果

は本システムにおいて，無機物を貯留する容量確保

第 1表 性能基準（案）における維持管理計画（例）  
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第3図 無機沈殿物の堆積状況 

項 目  

第 2 表 一人一日当たりの標準生ごみの組成と量

 
種類 項目 濃度 水量 

ディスポーザ排水 BOD 

SS 

n-Hex 

5,500･mg･L－１ 

7,000･mg･L－１ 

700･mg･L－１ 

5L･人－１･日－１ 

擬似台所排水 BOD 

SS 

n-Hex 

600･mg･L－１ 

400･mg･L－１ 

70･mg･L－１ 

35L･人－１･日－１ 

第 3 表 流入原水の種類と水量 

 

25

30

5

30

40
45

0

10

20

30

40

50

9 10 11 12 13 14 15 16 17
時間（ｈｒ）

水
量
（
L
･h
r－
１
）

生ごみ 台所

第 2 図 原水流入パターン 



水処理技術 11 月号 原稿 2003/11/26 

 3

とその引抜きが必要なことを示唆している。また，

これらの点を踏まえ，無機物のみを引抜く目的で排

水処理槽の初段に無機分離室を設け，無機沈殿物を

水切りの後，固形物として適切に処分されるシステ

ムは，適正な管理のできることも明らかとなってい

る。 

 

4.3  嫌気可溶化方式の汚泥堆積量管理特性 

 生ごみ有機固形物は嫌気的な雰囲気の中では，酸

生成菌などの作用により有機酸レベルにまで可溶化

されるが，生ごみ中に含まれる無機物やセルロース

などは難分解であるため，汚泥として貯留される。

これらは嫌気消化によっても分解が進むが，温度条

件や有機酸濃度の変化によって堆積状況が異なる。

第 4 図は，嫌気可溶化＋接触曝気（生物膜法）装置

の13℃における嫌気可溶化室の汚泥堆積量の変化を

性能基準（案）に基づき評価した結果である。この

装置の場合は原則として 6 ヶ月毎に汚泥引抜きを行

うが，汚泥堆積量を保守点検時に確認し，許容貯留

容量に達する時期を予測して，その時期までに汚泥

引抜きを実施することにしている。このような汚泥

引抜きの適性化により，生物反応槽における処理の

安定化が可能となる。 

 

4.4  好気可溶化方式の汚泥蓄積量管理特性 

 好気可溶化方式は，生ごみ有機固形物を浮遊好気

性微生物により分解・除去する方式である。なお，

好気可溶化処理によるディスポーザ排水の分解収束

値は約80％程度とされているため，汚泥引抜きは当

然のこと必要とされる 7)。第 5 図は好気可溶化＋好

気担体流動法装置における性能基準（案）に基づく

試験期間中の好気可溶化槽内のMLSS濃度変化を示し

たものである。この装置の場合，原則として好気可

溶化槽の MLSS 濃度が 8,000 mg・L-1以上，10,000 

mg・ L-1 未満を好気可溶化槽の許容貯留濃度とし，

3 ヶ月毎に汚泥引抜きを行うことを目安としている

ことから，汚泥引抜きにより，好気可溶化槽内の汚

泥貯留容量を確保できていることが分かる。好気可

溶化槽においては，汚泥の管理指標であるMLSS濃度

で適正に管理することにより，水質の安定化が可能

となる。 

 このように，適合評価を受けた本システムは，性

能基準（案）の試験に基づく汚泥等の堆積状況等の

把握により，堆積汚泥の適正な引抜き目安と引抜き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期を決定していることから，適切なる維持管理体

制の下で定期的な保守点検と汚泥引抜きを実施する

ことにより，排水処理装置の性能は十分満足される

ことになる。 

なお，引抜き後の無機物や汚泥は，一般廃棄物で

ある生ごみを処理した結果生じたものであり原則と

して「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定義

される一般廃棄物に該当し，各地方自治体の状況に

応じて，市町村に定める廃棄物処理計画に従って適

正に収集・運搬・処分されなければならないことか

ら，その維持管理体制は極めて重要である。 

 

5 ．ディスポーザ排水処理システムの維持管理体制

の構築 

5.1  維持管理体制における適合評価機関の役割 

 本システムでは，発生する汚泥を適切に処分する

ことが処理性能を安定させるため必要である。維持

管理は排水配管の点検・清掃，排水処理装置の保守

点検・水質検査に加え，汚泥管理・処分までを含め

た，総合的な維持管理体制が必要である。 

 また，現在本システムが適正な排水設備として社

会的な評価がなされつつあるが，適合評価書を交付
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第4図   嫌気可溶化汚泥の堆積状況  
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された本システムについては，設置後の 

性能および維持管理品質を下水道管理者 

から求められている。そのため，本シス 

テムを評価した適合評価機関が設置シス 

テムの性能や維持管理の実施を把握して， 

公正・公平・透明性のある手段により情 

報公開を行い，本システムの継続的，総 

合的な維持管理の確立を目的とした，維 

持管理体制の仕組みづくりを行っていく 

ことは，社会的要請に応える重要な役割 

といえる。 

 

5.2  維持管理体制の仕組み 

現在システム設置後の維持管理状況を 

把握し，システム性能が確保されている 

ことを確認する目的で，適合評価におい 

て 1 回／年以上の水質検査が義務付けら 

れている。しかしながら，この報告義務 

は使用者もしくは処理槽管理者にはなく， 

また汚泥処分の実態は明らかにされてい 

ない。さらに，全国的な設置実態が把握 

されていない状況であり，このことが地 

方自治体下水道管理者の本システムへの 

理解不足となっている。 

この課題を解決するため，新たに設置 

物件管理の仕組みを追加して，維持管理 

情報管理の透明性を高めたものが，第 6図 

の維持管理体制である。 

 従来どおり維持管理の実施主体は，システムメー

カーまたはその指定する維持管理業者であり，使用

者もしくは処理槽管理者と維持管理契約を締結する。

維持管理の実施にあたっては，地方自治体下水道管

理者等へ提出した維持管理計画書に従った定期的な

保守点検および汚泥の管理を行うが，さらに新たに

適合評価機関へ設置物件の登録および維持管理結果

の報告を行う仕組みを追加した。この場合，発生汚

泥の収集・運搬が適切になされているかの実態の報

告は重要な位置づけにある。なお，システムメーカ

ーからの適合評価機関への報告は，適合評価書の適

合条件となっている。 

新たな維持管理体制は，システムメーカーが設置

物件，処理水水質分析および汚泥処分結果の報告を

適合評価機関へ行い，適合評価機関は設置システム 

の実態についての情報管理を実施し，それらの情報 

 

 

を一元管理して情報公開することで，本システムの

信頼性を確保して健全な普及を果たす役割を担うこ

ととしている。また，適合評価機関は本システムの

適正な維持管理技術および管理システムの普及を推

進する目的で関係機関と連携し，維持管理講習等を

実施して，総合的な維持管理体制の構築を行う。 

 

6 ．おわりに 

 本システムは，これを適正に活用することで，ご

みの減量化と水環境の保全に貢献できることから，

今後，循環型社会形成の観点から，急速に普及する

本システムに関して適切な維持管理が実施され，そ

の情報を公正・公平・透明性をもって適合評価機関

が管理していくことは重要であると考える 8)。 

 また，維持管理情報の活用は，本システムの維持

管理技術レベルの向上と本システムの安定した性能

メタン発酵 ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ回収 地球温暖化対策

ディスポーザ排水処理システム維持管理情報管理を活用した

環境負荷削減・資源循環型の健全な社会の構築

閉 鎖 性 水 域

高度下水処理場
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合併処理浄化槽

富栄養化対策

窒素・リン負荷削減

ディスポーザ排水処理システム
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ゼロ
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第 7 図 ディスポーザ排水処理システムの維持管理情報を 
活用した環境負荷削減・資源循環対策への展開 

 

システムメーカーまた

はその指定する維持管

理業者 
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汚泥収集運搬

水質分析機関 廃棄物管理者 
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第 6 図 ディスポーザ排水処理システムの新たな維持管理体制
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確保を図り環境保全に資するとともに，第 7図に示

すように有機質資源としての業務用生ごみを含めた

生ごみ・汚泥によるクリーンエネルギー回収やオン

サイト・オフサイトコンポストリサイクルへの展開

も視野に入れ，生ごみ・汚泥の有効利用と水環境保

全および地球温暖化への対応を図るための有機質資

源情報管理の位置づけも必須であると考えられ 

る 9)10) 。 

 つまり，少量分散化した生ごみ発生源の一元管理

による有機質資源の有効活用を図るものである。 

 この新たな維持管理の仕組みを通して，循環型社

会形成に貢献していくためには㈳日本下水道協会，

生ごみ処理システム協会，システムメーカー，国・

地方自治体の環境関連研究機関等との一層の有機的

関係強化が必要である。 

 

参考文献 

１）西守信二，鈴木理恵，竹内藤男；ディスポーザ

ー排水処理システムの新たな制度に基づく評価，

用水と排水，Vol.45，No.6（2003.6） 

２）㈶茨城県薬剤師会公衆衛生検査センターホーム

ページ http://homepage3.nifty.com/ipa 

３）建設省都市局下水道企画課；「ディスポーザー

排水処理システムの下水道への接続について」

1998.5.7 

４）㈳日本下水道協会ホームページ 

下水道のためのディスポーザー排水処理システ

ム性能基準（案）について http://www.alpha 

  -web.ne.jp/jswa/news/despoza.html  

５）社団法人日本下水道協会；ディスポーザー排水

処理システムの取扱いの考え方について，平成

13年 6 月 

６）西守信二，鈴木理恵，竹内藤男：ディスポーザ    

  ー排水処理装置の適合評価を踏まえた技術動向， 

  生活と環境，29～35（ 2002.10 ） 

７）竹崎義則；厨芥由来固形物の生物学的可溶化に

関する性能評価，日本水処理生物学会， Vol37 ， 

 No.4，2001年 

８）西守信二，鈴木理恵，竹内藤男；環境保全型デ

ィスポーザー排水処理システムの性能評価と高

度化，資源環境対策 Vol.38 No.8 (2002.7) 

９）稲森悠平，山海敏弘，松村正敏；クロスメディ

アを踏まえた、環境負荷資源循環型の排水処理

技術の高度化，資源環境対策，Vol.38， 

No.8(2002.7) 

10）バイオマス・ニッポン総合戦略（案）平成14年

12月，内閣府，文部科学省，農林水産省，経済

産業省，国土交通省，環境省 


